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世田谷区立緑丘中学校の給食の自校調理化について 

 

１．主旨 

  教育委員会では、自校調理方式の全校導入を目指して取り組みを進めてきている

ところであるが、共同調理場方式を採用している緑丘中学校について、給食室を新

設し、自校調理方式による学校給食の提供を開始する。 

 

２．対象校 

  緑丘中学校（桜上水３－１９－１２） 

  ※現在、太子堂調理場で給食調理し、学校に配送している。 

 

３．開始予定時期 

  令和９年４月から 

 

４．受変電設備の改修について 

  給食室の新設工事に伴い、老朽化及び電力使用量の増加に対応するため、受変電

設備の改修工事が必要となる。 

昨今の建築需要の拡大により、当該改修工事に必要な資材の確保が難しく、納期

の長期化が見込まれることから、令和７年度一般会計補正予算（第４次）に当該改

修工事の経費を計上し、事業者が早めに資材確保の見込みを立てられるよう、令和

７年度中に当該改修工事にかかる入札及び契約を先行して実施する。 

 

５．今後のスケジュール（予定） 

  令和７年１１月  第４回区議会定例会 

  令和８年 １月  受変電設備の改修にかかる入札及び契約 

       ５月  給食室の新設工事にかかる入札及び契約 

       ７月～ 給食室の新設工事着工 

  令和９年 ３月  共同調理場方式による給食提供終了 

       ４月～ 自校調理方式による給食提供開始 

 


